
Ⅴ．TPP11を実行させず、地域経済循環を
生かした経済振興対策を

１．食料の安定供給と食の安全を確保すること
（１）�食料の安全・安心、安定供給のために、食料自給率の向上を図ること。「食料・農業・農
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村基本計画」の食料自給率目標を 50％以上に引き上げ、自給率目標達成のための具体的施
策を明らかにすること。拡大による日本経済の活性化、食料の安全・安心と安定供給、食
料自給率の抜本的向上を図るため、国内産食料の増産へ向けた積極的な農業政策への転換
を図ること。

（２） �米は、国内生産と国産米在庫の取り崩しで国内需要に対応すること。不要なミニマムア
クセス米の輸入をやめ、強制減反制度を見直すこと。政府の責任で、国民に安全な米を安
定的に供給するシステムを確立すること。

（３） �主要農作物の種子の確保にむけ、「主要農作物種子法」を再設定するとともに、主要農作
物種子にかかる農家の自己増殖の権利を堅持すること。

（４） �BSE�安全基準を緩和せず、食の安全・安心を確保するとともに、世界から BSE�の根絶
をめざし国際的な規制を強化すること。

（５） �動物検疫所や植物防疫所の人員増などを含めて、輸入農畜産物に対する防疫検査体制を
抜本的に強化すること。国民に信頼される検査体制構築のための改善を行うこと。

（６） �口蹄疫、鳥インフルエンザ、アフリカ豚コレラ等の家畜伝染病の海外からの侵入を防ぐ
ため、水際防疫体制を強化すること。感染拡大防止と被害補償、関連産業の経営支援など、
地域経済全体に対する総合的政策と危機管理体制の強化を図ること。獣医師の確保、家畜
保健衛生所の体制を強化すること。埋却地の確保の最終責任は、県と国が責任を持つこと。

（７） �全国で深刻な被害をもたらしている鳥獣被害対策を拡充すること。鳥獣被害防止総合対
策交付金を拡充すること。

（８）　�食品の安全基準・安全行政を充実させること。加工品、外食品、スーパー等で食品表示
の偽装を許さず、原産国表示や遺伝子組み換え食品の表示の徹底など表示制度を抜本的に
改善すること。チェック体制を強化し流通食品の検査回収を増やし、食の安全を図ること。

（９） �地方自治体は、直売所など地元の農林水産物の生産・普及を支援し、遺伝子組み換え農
産物の規制条例を制定すること。

（10）　�卸売市場の役割を尊重し、開設・運営には行政が責任を持つこと。また、卸売市場にお
ける公正な価格形成の基本となる卸売業者と仲卸業者との対峙構造が保たれるよう国が責
任を持つこと。



２．持続可能な農林水産業を振興すること。
（１） �食料の海外依存政策をやめ、農林水産物の輸入を規制し、急増している農林水産物、地

場産業関連製品に対するセーフガード（緊急輸入制限措置）を発動すること。
（２）　�農家を切り捨て、株式会社の農業参入・農地取得に道を開く ｢農業構造改革 ｣をやめ、

多様で持続可能な農業の発展をめざす政策に転換すること。国連の「家族農業 10 年」を
踏まえ、国土の保全や地域社会の維持に重要な役割を果たしている家族経営農家を基本に
した農業振興策を推進すること。家族経営農家に対する価格保障、所得補償制度を充実し、
農業の担い手の確保、耕作放棄地の解消、地域農業の振興を図ること。

（３） �農業委員会の役割を発揮し、農業者を主人公とする農業政策を行うこと。農業委員の市
町村長の選任制を廃止し、公選制に戻すこと。

（４） �農協の独占禁止法適用除外規定廃止や農協の解体を行わないこと。
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（５） �すべての生産農家を対象に、価格保証・所得補償制度を充実すること。自給率の低い麦、
大豆については、生産費を償う農産物生産者価格の下支え制度を充実すること。小規模稲
作農家を切り捨てる農地集約の仕組みを導入しないこと。

（６） �土地改良、林道、治山等、安全と農林業者の営業を支える公共事業を適切に実施すること。
地元業者や技術職員の育成を図るため安定した事業の推進とともに、計画的な技術職員の
採用を地方自治体に働きかけること。

（７） �木材の生産、水源の涵養、国土保全など森林のもつ多面的な機能を総合的に発揮する林
業振興を行うこと。国は、自治体が推進する森林整備事業への財政的保障を行うこと。

（８） �国及び自治体は、公共事業での国産木材・木製品の利用や数値目標の設定、木材加工技
術の研究開発、融資や税制上の優遇措置を拡充し、地元産材の使用住宅を広げ、国産材で
の需要拡大を図ること。木質バイオマスや森林セラピーの推進など山村地域での新たな事
業を促進すること。

（９） �水産物の価格安定対策を強化し、休漁・減船補償などを実施して漁業経営の安定を図り、
乱獲による資源の枯渇を防ぐこと。干潟・藻場の破壊や埋め立て、海砂の採取、河川の汚
濁などをもたらす大規模開発をやめ、漁場の保全・改善を行うこと。

（10） �有明海の豊かな漁場を取り戻すために、諫早湾干拓事業潮受堤防の開門調査は、地元の
意見を尊重し、全開門のアセス調査を実施すること。

３．日本の経済主権を譲り渡すTPP11 を実行させないこと。
（１）　�日本の農林水産業等が不利益となる諸外国とのＴＰＰ�11、日米貿易協定及び日欧ＥＰＡ

から離脱すること。あわせて日米ＦＴＡ協議をはじめ自由貿易協定には応じないこと。
（２） �日本の経済主権を守り、投資と貿易について、平等・互恵の国際ルールを確立すること。




